
佐世保市子育て応援住宅支援事業補助金実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、中古住宅の流通を促進することで、市内に発生する空家

を抑制し、子育て世帯が安心して子どもを産み育てることができる住まい及

び居住環境の形成を図ると共に、将来にわたって持続可能なまちづくりを推

進するため、居住誘導区域内の中古住宅を取得する子育て世帯に対し、予算

の範囲内において、佐世保市子育て応援住宅支援事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付することに関し、佐世保市補助金等交付規則（平成 17 年規

則第 53 号。以下「規則」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

⑴  子育て世帯 子ども（18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間に

ある子及び母子手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。）がいる子

育て中の世帯をいう。 

⑵  中古住宅 新築住宅（新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供し

たことのないもの（建設工事の完了の日から起算して１年を経過したも

のを除く。））以外の住宅で、補助金を申請しようとする者（以下「申請者」

という。）又は当該申請者の３親等以内の者の所有でない住宅をいう。 

⑶  居住誘導区域 佐世保市立地適正化計画に定める居住を誘導すべき区域

であって、以下に掲げるものをいう。 

イ 土砂災害リスク及び浸水想定リスクが現認の限り存在しない区域 

ロ 一定の災害リスクが存在するものの、対策実施済み又は避難、減災等

の対応が可能と考えられる区域 

（補助対象住宅） 

第３条 補助の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、建築関係

法令に適合して建てられたものであって、次の各号のいずれかに該当する住

宅とする。 

⑴  一戸建て住宅（併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る。） 



⑵  マンション等の共同住宅等（２以上の区分所有者（建物の区分所有等に関

する法律（昭和 37 年法律第 69 号。以下「区分所有法」という。）第２条

第２項に規定する区分所有者をいう。）が存する建物をいう。）で、人の居

住の用に供する専有部分（区分所有法第２条第３項に規定する専有部分

をいう。） 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、第１号

から第６号までに掲げる要件の全てに該当するものとする。 

⑴  子育て世帯が、自ら居住するために居住誘導区域内の中古住宅を取得し

ようとする者であること。 

⑵  補助対象者及び同居する者の全てが市区町村税を滞納していないこと。 

⑶  暴力団若しくは暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有していない者であること。 

⑷  補助事業を実施する前の住宅を市内に所有し、当該住宅が空家となる場

合において、当該住宅を中古住宅市場で流通させようとし、又は管理不全

とならないように維持管理に努めること。 

⑸  補助事業完了後、10 年間当該住宅に居住し維持管理に努めること。 

⑹  補助事業完了までに補助対象住宅に居住する世帯が町内会に加入するこ

と。 

（補助事業完了時期） 

第５条 補助事業は、補助金を交付決定した日の属する年度の１月末までに完

了しなければならない。ただし、申請者の責めに帰さない事由によるもので、

市長がやむを得ないと認める補助事業については、この限りでない。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（消費税及び地方消費税を除いた額。

以下「補助対象経費」という。）は、自ら居住するための中古住宅（居住誘導

区域内のものに限る。）の取得に係る経費とする。 

２ 補助事業が、他の公的補助金等の対象となる場合は、補助金の対象としな

い。ただし、他の公的補助金等の補助対象となる経費部分を明確に区分する

ことができるときは、他の公的補助金等の補助対象部分を除く部分について

のみ、補助対象経費とすることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の対



象としない。 

⑴  補助金の交付決定前に、中古住宅取得に係る売買契約を締結したとき 

⑵  災害リスクの高いエリア内にある住宅であるとき 

⑶  その他市長が適当でないと認める売買があったとき 

（補助金の額等） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の５分の１以内とし、かつ、住宅１件あ

たり 40 万円を限度とする。この場合において、千円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。 

２ 補助金の交付は、同一住宅及び同一人について１回限りとする。 

 (補助金の交付申請) 

第８条 申請者は、佐世保市子育て応援住宅支援事業補助金交付申請書（第１

号様式）に、次に揚げる書類を添えて市長に提出するものとする。 

⑴  世帯全員の住民票の写し 

⑵  出産予定である場合は、母子健康手帳の写し 

⑶  世帯全員の市税を滞納していないことが確認できる書類（直近の課税が

佐世保市以外の場合は、当該課税を行った市区町村発行の当該書類） 

⑷  建物の登記事項証明書（申請日前３カ月以内に交付されたものに限る。） 

⑸  補助金算定書（第２号様式） 

⑹  現況写真（補助対象住宅の全景写真） 

⑺  中古住宅の取得に係る経費が分かるもの 

⑻  その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、申請の内容

を審査し適当と認めた場合に限り、交付決定を行い、申請者に対して佐世保

市子育て応援住宅支援事業補助金交付決定通知書（第３号様式）により通知

するものとする。 

（計画の変更） 

第 10 条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、交付決定額を含む交付決定の内容に変更が生じる場合は、佐世

保市子育て応援住宅支援事業補助金変更交付申請書（第４号様式）に次に掲

げる書類を添えて市長に提出するものとする。 

⑴  第８条の申請で添付した書類のうち、変更となるもの 



⑵  その他市長が必要と認める書類 

２ 交付決定額に変更がない軽微な変更の場合は、交付決定者は佐世保市子育

て応援住宅支援事業補助金内容変更届出書（第５号様式）に、次に掲げる書

類を添えて市長に提出するものとする。 

⑴  第８条の申請で添付した書類のうち、変更となるもの 

⑵  その他市長が必要と認める書類 

３ 前条の規定は、第１項に規定する申請があった場合の決定について準用す

る。この場合において、同条中「佐世保市子育て応援住宅支援事業補助金交

付決定通知書（第３号様式）」とあるのは、「佐世保市子育て応援住宅支援事

業の計画変更承認書及び佐世保市子育て応援住宅支援事業補助金交付決定

変更通知書（第６号様式）」と読み替えるものとする。 

(事業の中止) 

第 11 条 交付決定者は、補助事業を中止しようとするときは、佐世保市子育て

応援住宅支援事業中止届（第７号様式）を市長に提出するものとする。この

場合において、市長は、第９条又は前条第３項に規定する交付決定を取り消

すものとする。 

(実績報告) 

第 12 条 交付決定者は、中古住宅の取得が完了したときは、速やかに、佐世保

市子育て応援住宅支援事業完了実績報告書（第８号様式）に、次に揚げる書

類を添えて市長に提出するものとする。 

⑴  世帯全員の住民票の写し 

⑵  領収書の写し等（支払が確認できるもの） 

⑶  売買契約書の写し 

⑷  町内会加入証明書（様式第９号）又は加入が確認できるもの 

⑸  その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、特に必要があると認める場合には、補助対象住宅の現場検査を行

うものとする。 

(額の確定等) 

第 13 条 市長は、前条の規定による実績報告の内容が適当と認めた場合に限

り、交付すべき補助金の額の確定を行い、佐世保市子育て応援住宅支援事業

補助金交付確定通知書（第 10 号様式）により、交付決定者に通知するものと

する。 



２ 市長は、実績報告の内容がこの要綱に定める内容に適合していないと認め

たときは、交付決定者に対し佐世保市子育て応援住宅支援事業不適合通知書

（第 11 号様式）により通知したうえで、是正を指導するものとする。 

３ 前条第１項又は第２項の規定は、前項の指導に従って行う補助事業につい

て準用する。 

(補助金の請求) 

第 14 条 前条第１項の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、佐世

保市子育て応援住宅支援事業補助金交付請求書（第 12 号様式）を市長に提出

するものとする。 

(意見の聴取及び調査) 

第 15 条 市長は、この要綱に定める事項について、必要があると認めるとき

は、申請者に対する意見の聴取及び申請者の同意を得たうえでの補助対象住

宅への立入りができるものとする。 

２ 市長は、交付決定者の補助対象住宅における居住実態について調査ができ

るものとする。 

（財産処分の制限等） 

第 16 条 交付決定者は、当該補助事業により取得した財産については、補助事

業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の

目的に従って、その効率的運用を図るものとする。 

２ 規則第 18 条の規定による市長の承認を受けて財産を処分したことにより

収入があった場合は、市長はその収入の全部又は一部を市に納付させること

ができる。 

（補助金の返還等） 

第 17 条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する

と認められるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。た

だし、災害、病気、家庭環境の状況又は職場環境の変化その他やむを得ない

事情があると認められる場合は、この限りでない。 

⑴  補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。 

⑵  補助金交付の条件に違反したとき。 

（その他） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 



 この要綱は、平成 29 年４月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行し、平成 30 年度以後の予算に係る

補助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行し、令和元年度以後の予算に係る補

助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度以後の予算に係る補

助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度以後の予算に係る補

助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、令和４年７月 20 日から施行し、令和４年度以後の予算に係る補

助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、令和７年５月１日から施行し、令和７年度以後の予算に係る補

助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、令和８年５月１日から施行し、令和８年度以後の予算に係る補

助金について適用する。 

 


